
単品スライドに伴う実施フロー及び様式

①　請負業者との協議
　（協議後不成立の場合は
　　　　　　　　　　　その旨通知　様式5）

②　最終１％の判定（品目類毎）

③　最終スライド額の算定

④　対象数量の確定（積算値）

（別紙-２）

（様式３）

作業内容

①　対象材料の適否の決定

②　１％の判定（品目類毎で計算）

様　式

③　実勢価格と購入価格の比較
　　（それぞれの合計値で判定）

②　材料毎の証明書の確認
　（搬入月・購入先・購入量・
　　購入価格）

工期開始

単品スライド

①　変更設計書の作成
　　　　　（積算システム）

以

単品スライド請求日

スライド額決定

③　協議開始日の通知

（様式１）

様式２

（別紙-１）

内

 ７

日

以

内

14

日

以

内

スライド額協議
開始日の通知

スライド変更契約

工期末

２

ヶ

月

以

上

４５

日

スライド額協議開始日

協議開始日は
原則、工期末
から４５日前の


